
公   示   公   告 

 

 平成３１年１月１０日 

   次のとおり見積り合せを実施します。 

 

        最高裁判所 

        支出負担行為担当官 

        最高裁判所事務総局経理局長 笠 井 之 彦 

 

１ 件名 平成３０年度最高裁判所庁舎の耐震工事に伴う物品等の移転作業 

２ 調達内容，履行期限及び履行場所 

別添「見積り合せ要領」のとおり 

３ 見積書提出期限及び見積書提出場所等 

  別添「見積り合せ要領」のとおり 



 

 

 

 

 

 

 

見積り合せ要領 
 

 

 

 

 

件 名：平成３０年度最高裁判所庁舎の耐震工事に伴う物品等の移転

作業 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          最高裁判所 

          支出負担行為担当官 

          最高裁判所事務総局経理局長 笠 井 之 彦 



１ 一般事項 

本見積り合せ要領（添付資料及び別紙を含む。以下「本要領」という。）は，最高裁

判所（以下「裁判所」という。）が平成３１年１月１０日に公示公告した「平成３０年

度最高裁判所庁舎の耐震工事に伴う物品等の移転作業」に係る見積り合せに際して見積

書提出者が了知し，遵守すべき事項等を規定したものです。 

  本要領の交付を受けた者は，裁判所から提供を受けた文書，データ等すべて（本

要領のほか，追加資料を含む。以下，総じて「裁判所提示文書」という。）について，

第三者（他の提出者を含む。）に漏らしてはならず，裁判所提示文書を本調達手続以外

の目的（広告，宣伝，販売促進，広報を含む。）に使用してはなりません。 

  見積り合せに参加しようとする者は，本要領の内容を十分に了知の上，裁判所の

調達条件のすべてを承諾して見積書を提出しなければなりません。 

２ 参加者の資格 
見積書提出時において，最高裁判所から指名の対象外とすることを定める措置を受け

ていないこと 
３ 見積り合せに付する事項 

 件  名 平成３０年度最高裁判所庁舎の耐震工事に伴う物品等の移転作業 

  内容，履行期限及び履行場所 
別紙仕様書のとおり。 
〒102-8651 東京都千代田区隼町４番２号 
最高裁判所事務総局経理局用度課役務調達係 

 見積書提出期限及び場所 

  ア 見積書提出期限 

平成３１年１月２２日（火）正午まで（郵送又はファクシミリによる提出可） 
※ファクシミリの場合は，追って原本を提出する必要があります。 

  イ 見積書提出場所 

〒102-8651 東京都千代田区隼町４番２号 
最高裁判所事務総局経理局用度課役務調達係 

４ 参加者は，上記３ ア及びイのとおり見積書を提出してください。 
本件作業に係る一切の費用を含めた見積書としてください。 
なお，見積金額は，消費税課税業者については，消費税及び地方消費税の金額を必ず

記載してください。 
ただし，消費税課税業者が消費税及び地方消費税の課税金額を明示しない場合には，

消費税及び地方消費税が含まれているものとして扱います。 
５ 見積書の提出期限（３ ア）を徒過した場合は，無効とします。 

６  契約の相手方について 
 受注者は，見積書記載金額（消費税及び地方消費税金額を含む。）が，裁判所が定

めた予定価格以内で，最低の金額の見積りをした者とします。 
 同額の見積書を提出した者が２者以上あるときは，その同額の見積書を提出した者

において，別途指定する日時までに再度見積書を提出してもらい，前回の見積書の金

額以下で，かつ，最低の金額の見積りをした者を受注者とします。 
 上記 において，同額の見積書を提出した者が２者以上あるときは，別途指定する



日時において，くじ引きにより受注者を定めます。この場合，くじを引かない者があ

るときは，これに代わって当庁の指定した職員がくじを引きます。 
７ 照会 
  本要領の内容に関し，合理的と認められる照会は次の窓口で受け付けます。 
  なお，照会は書面によることとします。 
  受付窓口 
   〒102-8651 東京都千代田区隼町４番２号 

   最高裁判所事務総局経理局用度課役務調達係（担当：谷田貝 敦） 
   電 話 ０３－３２６４－５８６４（ダイヤルイン） 
   ＦＡＸ ０３－３２３４－０９２３ 
   （FAX による場合は，事前に電話連絡をお願いします。） 
  受付時間 
   午前９時３０分から正午まで及び午後１時から午後４時まで 
   （裁判所の休日を除く。） 
  照会締切 
   平成３１年１月１５日（火）正午まで 
 
８ その他 
  見積書の作成及び提出にかかる費用等は，提出者の負担とします。 



（別紙） 
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仕 様 書 

 

１ 件  名  平成３０年度最高裁判所庁舎の耐震工事に伴う物品等の移転作業 

 

２  業務場所  東京都千代田区隼町４番２号 最高裁判所庁舎内 

 

３ 契約期間  契約日から平成３１年３月２９日まで 

 

４ 業務の概要  

本件は，最高裁庁舎耐震改修工事に伴う備品・書類・その他の物品（以下「移転物品」

という。）の移転作業を行う。 

 

５ 業務内容 

 移転日程及び搬出入の場所 

別表１のとおり。 

ただし，別表１は現時点での予定であり，工事の状況等により，日程は変動するこ

とがある。 

 事前作業 

  受注者は次の作業を行うこと。 

ア 書類の提出 

以下の書類を作成し，発注者が指定する監督職員（以下「監督職員」という。）に提

出すること。 

 作業体制表及び緊急連絡先一覧 

 作業員名簿 

 作業スケジュール（日程及び時間毎の作業内容を含む。） 

 車両入構申請書 

 ナンバリング済みレイアウト図面 

発注者が提供する移転先のレイアウト図面（ＰＤＦ）に，ラベル等に記載する

番号を付したものを作成し，提出する。 

イ 梱包用等資材の準備 

梱包用資材は，受注者が用意すること。原則として移転作業日の１０日前までに

梱包用資材（折りたたみコンテナ，段ボール，ラベル，ガムテープ，養生テープ，

エアキャップ等）を発注者に提供するものとし，不足が生じた場合等により発注者

から要求があった場合には，随時提供することとする。 

なお，折りたたみコンテナについては，蓋が閉まるものとし，組立てた状態で縦
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530mm×横 370mm×高 320mm 程度とする。段ボールについては，ワンタッチ式とし，

組立てた状態で縦 420mm×横 320mm×高 280mm 程度とする。 

また，梱包用資材の搬入場所は監督職員の指示による。 

おって，移転作業後，監督職員から梱包用資材の回収の連絡があった場合には速

やかに回収を行うこととする。 

ウ 移転説明会の開催 

受注者は，各移転作業日の１～２週間前を目処に各移転該当部署の職員に対し，

ラベルの記載方法や貼り方等，移転作業のための注意事項を記載した資料を作成の

上，原則として説明会を開催すること。説明会の日程は監督職員及び受注者で調整

のうえ，決定する。 

なお，監督職員及び受注者で協議のうえ，説明会の開催を省略することも可能と

する。 

 移転物品等 

ア 移転に関する図面等 

図面については監督職員から別途提供する。 

  イ 移転物品 

別表２から１０までのとおりとする。 

なお，運搬に際し移転物品の解体を要するもののうち，連結方法が簡易的なネジ

留め等，容易に復元可能なものについては，監督職員に報告のうえ，連結等を解体

して運搬し，運搬後，解体前の状態に復元すること。業務に伴い受注者において委

託が必要な場合には，事前に書面により発注者の許可を得るものとする。その際の

委託費用については，受注者の負担とする。 

また，電子機器の配線等及び複合機のフィニッシャー等の取り外し作業が必要な

場合は，あらかじめ発注者において取り外し作業を行う。 

さらに，移転作業にあたり予期することができない状態が発見されたときは，受

注者は速やかに監督職員に連絡し，その指示を受けるものとする。 

備考欄に耐震固定又は固定とある物品については，受注者において移転先の壁等

に耐震固定又は固定を行い，必要な金物等は受注者において用意する。固定の方法

については，原則として軽量鉄骨下地又はコンクリートの壁に固定することとし，

疑義がある場合は，監督職員と協議の上，決定することとする。物品に穴開け加工

等が必要な場合は，受注者において行う。 

 

６ 特記仕様 

 養生 

建物等の保護のため施設の床面・壁面・エレベーター内外・搬入口などに行う養生

は，当該業務において受注者が次のとおり実施する（すでに養生が実施されている部
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分を除く）。 

  ア 養生の方法  

 エレベーターホール，各階廊下の養生 

床面はベニヤ板等を敷き，布テープ等で固定する。 

入口のガラス及びドアは，板ダンボール，木工加工品等で保護する。 

 エレベーター内部の養生は，板ダンボール，木工加工品等で保護する。 

 各階の移転作業で通行する壁の出隅部等は，樹脂ベニヤ，板ダンボール等で保

護する。 

 養生用資材の仮置場が必要な場合は，仮置場の床・壁も保護する。 

なお，受注者が当該業務を行う際に別途養生が必要な場合は，事前に発注者の

承諾を得たうえで実施すること。また，受注者が当該業務を行う際にできた損傷

等については，受注者の責任で補修等を行い，原状復旧をすること。 

  レイアウトの確認 

受注者は，発注者が提示する仮執務室等のレイアウト図に基づき，発注者と移転物

品の移転準備，移転順序及び設置場所に関する十分な打ち合わせを行うこと。 

 作業日・作業時間 

移転作業は原則として土，日曜日，祝，祭日の午前９時から午後５時とする。準備

作業等事前に作業が必要な場合は，発注者と協議の上，直前の平日の午後６時から午

後９時までに行うものとする。 

 梱包及び開梱 

ア 移転物品の梱包等は原則として受注者が行うものとする。ただし，監督職員が別

途指定したものは除く。 

イ 受注者は当該業務が円滑に実施されるように，充分な量の梱包資材等を準備する

こと。 

ウ 発注者で梱包した移転物品のラベル等へのナンバリングは原則として発注者が

行うものとする。 

 作業実施上の留意事項  

受注者は当該業務の実施にあたって，次の事項に留意し行わなければならない。 

ア  移転物品はそれぞれの特性・規格・用途に応じた最も適した方法で運搬等を行い

作業中の損傷・破損等の事故が無いよう十分に配慮すること。 

イ 作業の開始前に上記５の のアで提出した書類の記載内容に変更が生じた場合

には速やかに監督職員に報告すること。 

ウ 受注者は，作業当日の作業実施状況と終了時の報告を監督職員に行うものとする。 

エ 受注者は，作業の内容，物品等に不測の事態及び事故が発生した場合は，速やか

にその内容を監督職員に報告し，指示を受け解決を図り，その経過を報告するもの

とする。 
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 事故防止及び補償 

受注者は，作業の実施にあたっては，必要な関係法令を遵守し，職員その他の関係

者の安全確保に万全を期すとともに，安全作業に努め，事故の絶無を期さなければな

らない。 

万一，当該業務中に次の人身事故，物損事故，移転物品の破損，遺失等の事故が発

生した場合，その損害の補償等については，受注者の責任とする。 

ア  職員その他関係者及び受注者の作業者の人身事故。 

イ  作業車両等による全ての人身事故。 

ウ  敷地内の縁石，植栽，建物，構造物とそれに付属する設備に対する事故。 

エ  移転物品に対する事故。 

オ  その他の管理責任に基づく事故。 

 機密の保持 

受注者は，当該業務の実施にあたり，業務遂行上知り得た個人情報の取り扱いにつ

いて，機密保持を厳守すること。 

 遵守事項 

受注者は，次に定められた各事項を遵守すること。 

ア  当該業務の従事者名を予め監督職員に届けるものとする。 

イ  作業員には服装の統一，腕章の着用など当該業務の従事者であることが明らかに

認識出来るようにしておくこと。 

ウ  作業に直接関係のない場所にみだりに立ち入らないものとする。 

エ  指定場所以外での喫煙は禁止し，防災に特段の留意をするものとする。 

 

７ その他 

  当該業務を遂行するにあたっては，監督職員と密接な連携をとって円滑に実施する

こと。 

遂行にあたり疑義が生じた場合は，発注者と受注者とが協議のうえ当該業務にあた

ることとする。 

 当該業務に必要な機材，器具，消耗品などの経費は一切受注者の負担とする。 

 いわゆるグリーン購入法における引越輸送の判断基準を満たしていること。 

 当該業務遂行にあたり，受注者は工事受注者とも十分連絡調整等を行い，業務を行

うこと。 



(別表１）

平成３０年度移転対象部署及び移転予定時期一覧表

№ 予定時期 担当部署 室名 移転元 移転先 備考

1 裁判部 調査官会議室
仮庁舎１Ｆ，
事務北棟Ｂ１Ｆ

2 特別研究室

3 特別閲覧室

4 経理局 清掃員控室 事務西棟１Ｆ　西側 事務西棟B２F　西側

5 記録庫

6 人事局共用室

7 厚生室

8 休養室

9 公平審理室

事務西棟Ｂ１Ｆ　東側

移転戻り

３月２日（土）

３月９日（土）

事務北棟Ｂ１Ｆ，
事務西棟Ｂ２Ｆ

図書館

人事局 事務西棟１Ｆ　西側

図書館棟４階



（別表２）
数量調査表

移転元 調査官会議室

番号 備品等
幅

（ ㎜ ）
奥行
（ ㎜ ）

高さ
（ ㎜ ）

数量 区分 移転先 備考

1 折りたたみテーブル 1500 750 700 15 ① 図書館棟４階

2 回転いす 500 650 800 38 ① 〃

3 回転いす 600 700 950 1 ① 〃

4 ホワイトボード 1900 650 1800 1 ① 〃

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

①移転先に移転するもの（業者作業は運搬のみ）  ④現事務室に残置するもの（工事期間中の利用不可）

②移転先に移転するもの（業者作業は梱包運搬開梱）  ⑤処分するもの（廃棄転用）

③他の移転先（倉庫等）へ移転するもの

【仮庁舎１階】 ［　裁判部　］

　　《 区分 》



（別表３）
数量調査表

移転元

番号 備品等
幅

（ ㎜ ）
奥行
（ ㎜ ）

高さ
（ ㎜ ）

数量 区分 移転先 備考

1 茶戸棚 900 450 1800 1 ① 図書館棟４階 耐震固定

2 茶戸棚 600 450 1800 1 ① 〃 〃

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

①移転先に移転するもの（業者作業は運搬のみ）  ④現事務室に残置するもの（工事期間中の利用不可）

②移転先に移転するもの（業者作業は梱包運搬開梱）  ⑤処分するもの（廃棄転用）

③他の移転先（倉庫等）へ移転するもの

【事務北棟地下１階】 ［　裁判部　］

　　《 区分 》

外来駐車場（調査官会議室）



（別表４）
数量調査表

移転元

番号 備品等
幅

（ ㎜ ）
奥行
（ ㎜ ）

高さ
（ ㎜ ）

数量 区分 移転先 備考

1 シングルソファ 900 770 750 2 ① 図書館棟４階 特別閲覧室

2 脇テーブル 600 600 460 1 ① 〃 〃

3 屏風台座 3200 1100 150 1 ① 〃 特別研究室

4 机 1400 700 690 1 ① 〃 特別閲覧室

5 椅子 650 550 910 1 ① 〃 〃

6 展示台 820 500 1140 1 ① 〃 前室２

移転元

番号 備品等
幅

（ ㎜ ）
奥行
（ ㎜ ）

高さ
（ ㎜ ）

数量 区分 移転先 備考

1 円卓（三分割）両端 2120 1820 700 2 ① 図書館棟４階 特別研究室

2 円卓（三分割）中 1820 1820 700 1 ① 〃 〃

①移転先に移転するもの（業者作業は運搬のみ）

②移転先に移転するもの（業者作業は梱包運搬開梱）

③他の移転先（倉庫等）へ移転するもの

　　《 区分 》

【事務北棟地下１階】 ［　図書館　］

【事務西棟地下２階】 ［　図書館　］

コンテナ倉庫（特別
研究室等）

倉庫（特別研究
室等）



（別表５）
数量調査表

移転元 清掃員控室

番号 備品等
幅

（ ㎜ ）
奥行
（ ㎜ ）

高さ
（ ㎜ ）

数量 区分 移転先 備考

1 更衣ロッカー（８人用） 900 500 1800 2 事務西棟地下２階 耐震固定

2 平机 1100 800 300 1 〃

3 棚 900 500 1800 1 〃

4 棚 900 500 1700 1 〃

5 棚 900 600 2100 1 〃

6 執務机 1200 700 700 1 〃

7 回転椅子 500 500 800 1 〃

8 レターケース 250 300 250 2 〃

9 本立て 850 250 100 1 〃

10 長椅子 1800 700 800 1 〃

11 冷蔵庫 1300 500 550 1 〃

12 レンジ 450 350 250 1 〃

13 茶戸棚 450 300 450 1 〃

14 タイルカーペット 14 〃 段ボール１４箱に収納されている。

15  折りたたみコンテナ（壁面収納庫以外） 30 〃

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

①移転先に移転するもの（業者作業は運搬のみ）

②移転先に移転するもの（業者作業は梱包運搬開梱）

③他の移転先（倉庫等）へ移転するもの

【事務西棟１階 】 ［経理局管理課］

　　《 区分 》



（別表６）
数量調査表

移転元 記録庫

番号 備品等
幅

（ ㎜ ）
奥行

（ ㎜ ）
高さ

（ ㎜ ）
数量 区分 移転先 備考

1 ブックトラック 340 340 900 3 ① 事務西棟地下１階

2 ブックトラック 600 340 1000 1 〃 〃

3 ブックトラック 800 500 1200 1 〃 〃

4 段ボール箱 510 200 270 12 〃 〃 ドッチファイル等

5 買い物かご 450 300 250 12 〃 〃

6 折りたたみテーブル 800 30 700 2 〃 〃
脚と天板が分かれ
ている

7 シュレッダー 250 500 700 1 〃 〃

8 脚立 300 350 600 2 〃 〃

9
段ボール箱１０枚パック
（特小）

450 100 600 1 〃 〃

10
段ボール箱１１枚パック
（小）

600 100 700 3 〃 〃

11 紙袋入りの段ボール箱 850 350 200 1 〃 〃

12
折りたたみコンテナ
（壁面収納庫以外）

35 〃 〃
クリアファイルその
他備品

13
折りたたみコンテナ
（壁面収納庫内）

145 〃

内訳　壁面収納庫内の
事務記録
壁収２個×（５段×２個
（1列））＝２０

壁収全１１個
（３段＋４段＋６段＋７
段＋１７段）×２個（１
列）＝７４
（３段＋８段）×４個（２
列）＝４４
７段×１個（０．５列）＝７

　　《 区分 》

①移転先に移転するもの（業者作業は運搬のみ）

②移転先に移転するもの（業者作業は梱包運搬開梱）

③他の移転先（倉庫等）へ移転するもの

【事務西棟１階】 ［　人事局任用課　］



（別表７）
数量調査表

移転元
記録庫
共用室

番号 備品等
幅

（ ㎜ ）
奥行
（ ㎜ ）

高さ
（ ㎜ ）

数量 区分 移転先 備考

1 サージカルテープ（箱入り） 410 150 320 1 ① 事務西棟地下１Ｆ東側　倉庫 記録庫

2 輸液セット（箱入り） 460 560 280 1 〃 〃 〃

3
翼状針（針刺し事故防止
機構付）（箱入り）

260 80 110 2 〃 〃 〃

4
三方活栓付きエクステン
ションチューブ（箱入り）

310 210 90 1 〃 〃 〃

5 ガーゼ（箱入り） 360 330 210 1 〃 〃 〃

6 マスク（箱入り） 220 410 370 53 〃 〃 〃

7 紙おむつ（箱入り） 370 300 350 1 〃 〃 〃

8 紙おむつ（箱入り） 610 360 390 1 〃 〃 〃

9 生理用品（箱入り） 320 280 200 4 〃 〃 〃

10 消毒剤（箱入り） 160 210 380 27 〃 〃 〃

11 紙おむつ（箱入り） 330 560 460 1 〃 〃 〃

12 紙おむつ（箱入り） 460 330 390 1 〃 〃 〃

13 マスク（医療者用）（箱入り） 180 100 100 1 〃 〃 〃

14 ガウン（医療者用）（箱入り） 420 430 250 2 〃 〃 〃

15 注射器，心電計，簡易トイレ等（箱入り） 380 610 580 1 〃 〃 〃

16 身長計 360 470 2050 1 〃 〃 〃

17 キャビネット 480 620 1330 1 〃 〃 〃

18 キャビネット 390 620 1330 4 〃 〃 〃

19 冊子（ＶＤＴ作業）（梱包済み） 200 270 190 12 〃 〃 〃

20 シール（ＶＤＴ作業）（梱包済み） 210 270 130 2 〃 〃 〃

21 ファイル，冊子等（箱入り） 390 440 580 1 〃 〃 〃

22
折りたたみコンテナ
（壁面収納庫以外）

4 〃 事務西棟地下１Ｆ東側　倉庫へ３個
事務西棟地下１Ｆ東側　共用室２へ１個

内訳（１人×１個＋その他３個)，記
録庫

23 パーティション 20 870 1600 1 〃 事務西棟地下１Ｆ東側　共用室１ 共用室

24 打ち合わせテーブル 1470 580 680 2 〃 〃 〃

25 ロッカー 300 500 1740 1 〃 〃 耐震固定，共用室

26 ロッカー 430 500 1740 1 〃 〃 〃

27 事務用机 1170 670 680 1 〃 〃 共用室

28 ラック（電話置き） 280 330 740 1 〃 〃 〃

29 パーティション 1790 370 570 6 〃 〃 〃

30 加湿器 250 350 400 1 〃 〃 〃

31 脇机 360 540 600 1 〃 〃 〃

32 事務椅子 600 560 910 1 〃 〃 〃

33 事務椅子 430 560 860 1 〃 〃 〃

【事務西棟１階 】 ［　人事局能率課　］



34 ラック（本，雑誌置き） 660 320 100 1 〃 〃 〃

35
折りたたみコンテナ
（壁面収納庫以外）

7 〃 〃 内訳（１人×３個＋１人×２個＋その
他２個)，共用室

36 脇机 400 590 580 1 〃 〃 共用室

37 打ち合わせテーブル 1470 760 680 3 〃 事務西棟地下１Ｆ東側　共用室２ 記録庫

38 椅子用台車（椅子付き） 980 610 1820 1 〃 〃 〃

39 脇机 540 380 620 1 〃 〃 〃

40 一人用折りたたみ机 430 640 620 1 〃 〃 〃

41 スクリノスコープ（箱入り） 390 390 560 1 〃 〃 〃

42 血圧計 240 240 20 1 〃 〃 〃

43 オージオメータ（箱入り） 470 150 350 1 〃 〃 〃

44 オージオメータ部品（箱入り） 410 260 110 1 〃 〃 〃

45 パーティション 870 480 1590 1 〃 事務西棟B１Ｆ東側　倉庫 〃

46 雑板 30 460 1340 1 〃 〃 〃

47 丸椅子 350 350 450 1 〃 〃 〃

48 体重計 320 420 770 1 〃 〃 〃

49 ビデオテープ（かご入り） 420 310 260 1 〃 〃 〃

50 TV固定ベルト等（箱入り） 370 500 180 1 〃 〃 〃

51 クリアーポケット（箱入り） 320 250 260 1 〃 〃 〃

52 フラットファイル（箱入り） 300 320 160 1 〃 〃 〃

53 ロール紙 100 100 900 1 〃 〃 〃

54 クリアケース（箱入り） 520 380 170 1 〃 〃 〃

55 マスク（箱入り） 510 380 150 1 〃 〃 〃

56 クリアケース（箱入り） 380 290 670 1 〃 〃 〃

57

58

　　《 区分 》

①移転先に移転するもの（業者作業は運搬のみ）

②移転先に移転するもの（業者作業は梱包運搬開梱）

③他の移転先（倉庫等）へ移転するもの



（別表８）
数量調査表

移転元 厚生室

番号 備品等
幅

（ ㎜ ）
奥行
（ ㎜ ）

高さ
（ ㎜ ）

数量 区分 移転先 備考

1 机 1780 600 700 4 事務西棟地下１階東側厚生室２

2 椅子 620 500 830 16 〃
折りたたみ可
キャスター付

3 椅子 470 550 820 6 〃 折りたたみ可

4 椅子 640 550 900 5 〃 キャスター付

5 テーブル 1800 870 680 1 ① 〃

6 告知板（白） 410 380 1050 1 ① 〃

7 パーテーション（白） 600 350 1800 3 ① 〃

8 ホワイトボード 1780 520 1740 1 ① 〃

9 書画カメラ 350 500 600 1 ① 〃

10 ホワイトボード 2000 500 1800 1 ① 〃

11 テレビ会議装置一式 1000 800 1800 1 ① 〃

12 クリアファイル（箱入り） 420 310 220 1 ① 〃

13 クリアファイル（箱入り） 540 290 150 1 ① 〃

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

　　《 区分 》

①移転先に移転するもの（業者作業は運搬のみ）

②移転先に移転するもの（業者作業は梱包運搬開梱）

③他の移転先（倉庫等）へ移転するもの

【事務西棟１階】 ［　人事局能率課　］



（別表９）
数量調査表

移転元 休養室

番号 備品等
幅

（ ㎜ ）
奥行
（ ㎜ ）

高さ
（ ㎜ ）

数量 区分 移転先 備考

1 告知板（白） 410 380 1050 1 ① 事務西棟地下１階東側

2 卓上ライト 190 150 370 1 ① 〃

3 パンフレットスタンド 654 142 260 1 〃

4 机 770 630 680 1 〃

5 脇机 370 580 570 1 ① 〃 可動式

6 冷蔵庫 420 460 1150 1 ① 〃

7 脇机 400 220 650 1 ① 〃

8 丸椅子 320 320 440 1 ① 〃

9 ホワイトボード 1860 610 1780 1 ① 〃

10 ベッド（毛布，枕付き） 900 2000 250 5 ① 〃

11 ベッド（毛布，枕付き） 900 2000 550 2 ① 〃

12 告知板（白） 410 380 1050 1 ① 〃

13 机 1500 600 700 1 ① 〃

14 パーテーション（薄緑） 900 400 1800 2 ① 〃

15 ベッドパット（白） 580 400 150 3 ① 〃

16 毛布（茶） 420 420 140 6 ① 〃

17 タオルケット（柄） 340 420 200 4 ① 〃

18 座布団（黄） 350 550 250 1 ① 〃

19 まくら（柄） 300 500 220 1 ① 〃

20 カーテン（緑） 320 450 250 3 ① 〃

21 シーツ（白） 300 350 200 4 ① 〃

22
折りたたみコンテナ
（壁面収納庫以外）

2 ① 〃

23

24

25

26

27

28

29

30

①移転先に移転するもの（業者作業は運搬のみ）

②移転先に移転するもの（業者作業は梱包運搬開梱）

③他の移転先（倉庫等）へ移転するもの

【事務西棟１階】 ［　人事局能率課　］

　　《 区分 》



（別表１０）
数量調査表

移転元 公平審理室

番号 備品等
幅

（ ㎜ ）
奥行
（ ㎜ ）

高さ
（ ㎜ ）

数量 区分 移転先 備考

1 机 1480 600 700 16 ① 事務西棟地下１階東側

2 小机 700 550 720 1 ① 〃

3 椅子 620 500 830 32 ① 〃
折りたたみ可
キャスター付

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

①移転先に移転するもの（業者作業は運搬のみ）

②移転先に移転するもの（業者作業は梱包運搬開梱）

③他の移転先（倉庫等）へ移転するもの

　　《 区分 》

【事務西棟１階】 ［　人事局総務課　］


